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 神奈川県内広域水道企業団は、平成２４年７月１８日に「神奈川県内広域水

道企業団暴力団排除条例」を制定・公布しましたのでその概要を、次のとおり

お知らせします。 

 

 

１ 施行日 

  公布の日（平成２４年７月１８日）から施行 

 

２ 条例名 

  神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例 

 

３ 条例内容等 

  神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市を構成団体とする神奈川県内広域

水道企業団は、職員への不当な要求及び企業団が発注する公共工事その他契

約に関する事務の執行から暴力団員及び暴力団密接関係者の排除を徹底する

ため、職員への不当な要求に対する措置及び公共工事等からの暴力団排除に

特化した暴力団排除条例を制定・公布・施行いたしました。 

  本件条例は、関東圏の水道企業団においては、先駆的なものとなっており

ます。 

 

４ 資料 

○ 神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例はこちらをクリック 

 

http://www.kwsa.or.jp/bouryokudanhaijyoH24.pdf 

神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例の制定について 


